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おはようございます。 

本日は１番藤堂委員、２番北里委員から欠席の連絡がありました。 

委員さん６名の出席で定足数に達していますので総会は成立します。 

それではただ今から、令和７年７月の農業委員会定例総会を開会いたします。 

本日の会議録署名委員を８番井野委員、４番穴井委員にお願いいたします。 

報告第３号 農地法第１８条（通知） 

 それでは、議案に移ってまいります。 

1.報告第３号 農地法第１８条（通知）について事務局から説明をお願いします。 

はい。それでは 1ページ目をお願いいたします。 

【報告第３号 農地法第１８条（通知）について詳細に説明】 

（申請番号）07-5 （所在）大字満願寺○○○○○○－○。（登記地目・現況地目）共

に田。面積 2,459㎡。計、田 1筆 2,459㎡です。（貸付人）熊本県阿蘇郡南小国町大字

満願寺○○○○番地。○○○○氏。（借受人）同じく満願寺○○○○番地。○○○○○

○○○○○。（解約申入日・成立日・引渡日・通知日）共に令和 7年 5月 1日です。（解

約形態）につきましては合意解約です。 

以上です。 

はい。それではただ今の農地法第１８条６項の規定による通知報告について、皆さん

からご意見ご質問等がありましたらお願いします。 

ありませんか。 

（ありません。の声あり） 

それではないようですので、報告を了承いただいたものとして処理をいたします。 

議案第１１号 農地法第３条（委員会） 

 続きまして、2.議案第１１号農地法第３条について事務局から説明をお願いします。 

 はい。2ページ目をお願いいたします。 

【議案第１１号 農地法第３条（委員会）について詳細に説明】 

（申請番号）07-11 (権利)使用貸借権 （所在）赤馬場○○○○○○－○。（登記地目・

現況地目）共に田。1,015㎡。同じく○○○。（登記地目・現況地目）共に田。1,343㎡。

同じく○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。60 ㎡。同じく○○○－○。（登記

地目・現況地目）共に畑。143㎡。同じく○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。

754㎡。同じく○○○－○。（登記地目）田。（現況地目）畑。286㎡。大字赤馬場○○

○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。2,106㎡。同じく○○○○－○。（登記

地目・現況地目）共に田。498 ㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に

畑。186 ㎡。計、田 6筆 5,776㎡。畑 3筆 615 ㎡。合計 9 筆 6,391 ㎡です。（貸付人）

熊本県阿蘇郡南小国町大字○○○○○○番地○。○○○○氏。（借受人）同じく○○○

番地○。○○○○氏。（申請事由）農業後継者への経営移譲のため(農業者年金の再設

定)となっております。期間につきましては、令和 7年 8月 1日から令和 27年 7月 31 
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日までとなっております。 

 この案件につきまして、農地法第３条第２項各号には該当しないと思われ、許可要件

の全てを満たしていると思われます。 

参考資料といたしまして、次のページに関係位置図。それから本日お配りしておりま

す３条の現地確認写真をご覧いただきたいと思います。 

続きまして別にお配りしております、農地法第３条関係許可審議票につきまして野

口より説明いたします。 

それでは当日配付資料をご覧ください。 

 【農地法第３条関係許可審議票について詳細に説明】 

 以上です。 

 はい。ありがとうございました。 

 それでは担当委員であります４番穴井委員から説明をお願いします。 

 はい。ではご説明申し上げます。 

 本案件については、○○○○氏の農業者年金受給のために農業後継者であります息

子さん○○○○氏への経営移譲、使用貸借権の再設定案件であり何ら問題ないと思い

ますが、ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

 はい。ありがとうございました。 

 それでは皆さんから何かご意見ご質問等がありましたらお願いいたします。 

 ありませんか。 

 （ありません。の声あり） 

 それでは賛成方の挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

 はい。全員賛成ですので当委員会として許可をいたします。 

 以上で今月の議案は終了いたしました。 

 これで総会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議の内容に相違なきことを認め、ここに署名する。 

 

   令和７年７月１１日 

 

  南小国町農業委員会会長 

  

 

署 名 委 員  ８番委員 

 

 

   署 名 委 員  ４番委員 

 

   会 議 録 調 整 者   野口駿太郎 

   本 誌 表 紙 共        枚  


